
インフルエンザ予防接種 
 

 

 

インフルエンザ予防接種の補助について 

 補助の内容 

１人につき年度内１回のみ 1,500 円を限度として補助金を支給 

※ 費用が 1,500 円未満のときは実費補助となります。 

※ 補助金の振込みは事業所宛となります。 

 対象者 

当組合の加入者 

※ 予防接種時・補助金請求時・補助金支払時の全ての時点で資格が必要です。 

 対象となる予防接種 

令和 6 年 10 月 1 日 ～ 令和 7 年 1 月 31 日の間に受けたインフルエンザ予防接種 

 申請期日 

令和 7 年 3 月 10 日 (月) 必着 

 申請方法 ①②いずれかの方法でご申請ください。 

① Pep Up の「各種申請」より「インフルエンザ予防接種補助金」を選択し、 

必要事項を入力して、領収書の写真データを添付して申請する。 

②「インフルエンザ予防接種補助金請求書」に必要事項を記入し、 

領収書のコピーを添付して、事業所経由で申請する。 

 

 

 

 

大阪港湾健康保険組合 

領収書には「接種年月日」「医療機関名」「接種を受けた方の氏名（フルネーム）」と 

「インフルエンザ予防接種代」の記載が必要です。 
 

今年の春以降、マイコプラズマ肺炎の感染が拡大しており、 

その感染者数は例年の 5 倍を超えました。 

マイコプラズマ肺炎は主に子供がかかりやすい病気ですが、 

家族内感染で大人がかかるケースも多く、今後も感染者は増加する見込みです。 

また、新型コロナウイルス感染症も持続的に報告されており、 

秋からはインフルエンザの流行が本格化します。 

基本的な感染対策を心がけ、積極的に予防接種を受けましょう！ 


